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要員需給はあるが、これまで以上に夢や希望を実現させ、働きがいを向上させたい 

秋の面談における自己申告書は、自分の意志で、自ら描くキャリアプランを記入する 

面談で、社員の夢や希望をありのまま把握する。希望の変化もしっかりと把握する 

任用の基準に留まらず、本人希望を把握する 
※任用の基準（就業規則 27条）には本人希望の把握の項目はなく、人事異動はあくまでも任用の基準に則り 

行われることになりますが、「新たなジョブローテーションの実施」は本人希望を把握することを確認しています 

管理者が適切にアドバイスを行う。コミュニケーションを重ね希望を共有する 

育児・介護勤務の適用を問わず、育児・介護等の事情を丁寧に把握する 

納得感は施策のポイント。受け身ではなく、主体的にキャリアを描けることがポイント 

 J R 東労組本部は、組合員の雇用と利益を守るために「新たなジョブローテーションの実

施」に向き合い議論してきました。施策の目的を実現するためには労使で議論してきた内容

が守られなければなりません。4 月 1 日から実施となりましたが、現状は新型コロナウイル

スの影響が拡大し「緊急事態宣言」が発せられる非常事態の中であり、社員の健康確保を前

提とし、施策の目的を実現するためには、この事態が終息してから運用すべきとの職場の声

も受け、会社に提起しています。 

このような現状の中、「新たなジョブローテーション」が実施されていきます。この現実を

踏まえ、改めて担う組合員が納得感を持ち、「新たなジョブローテーション」をつくり出すた

めにも、労使で議論してきたポイントを振り返り、検証することが重要です！ 


